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社会保障審議会介護給付費分科会(第 169 回)議事次第 

 

 

 

日時：平成 31 年３月６日（水） 

１ ４ ： ０ ０ か ら １ ５ :３ ０ ま で 

於 ： ベ ル サ ー ル 九 段  ホ ー ル 

 

 

 議 題 

 

１． 介護人材の処遇改善について 

２． 新たな在留資格「特定技能」について(報告) 

３． その他 

 



31.3.6現在
氏　　名 現　　　　　職

（敬称略、５０音順）
※は社会保障審議会の委員
◎は分科会長

社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿

安　藤　伸　樹 全国健康保険協会理事長

井　口　経　明 東北福祉大学客員教授

石　田　路　子 ＮＰＯ法人高齢社会をよくする女性の会理事（名古屋学芸大学看護学部教授）

石　本　淳　也 公益社団法人日本介護福祉士会会長

伊　藤　彰　久 日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局長

井　上　　　隆 一般社団法人日本経済団体連合会常務理事

今　井　準　幸 民間介護事業推進委員会代表委員

江　澤　和　彦 公益社団法人日本医師会常任理事

大　西　秀　人 全国市長会介護保険対策特別委員会委員長（高松市長）

荻　野　構　一 公益社団法人日本薬剤師会常務理事

※ 尾　﨑　正　直 全国知事会社会保障常任委員会委員長（高知県知事）

小　原　秀　和 一般社団法人日本介護支援専門員協会副会長

亀　井　利　克 三重県国民健康保険団体連合会理事長（名張市長）

河　村　文　夫 全国町村会政務調査会行政委員会委員（東京都奥多摩町長）

河　本　滋　史 健康保険組合連合会常務理事

小　泉　立　志 公益社団法人全国老人福祉施設協議会副会長

齋　藤　訓　子 公益社団法人日本看護協会副会長

齊　藤　秀　樹 公益財団法人全国老人クラブ連合会常務理事

佐　藤　　  保 公益社団法人日本歯科医師会副会長

武　久　洋　三 一般社団法人日本慢性期医療協会会長

◎ ※ 田　中　　　滋 埼玉県立大学理事長

田部井　康　夫 公益社団法人認知症の人と家族の会理事

松　田　晋　哉 産業医科大学教授

東　　　憲太郎 公益社団法人全国老人保健施設協会会長

堀　田　聰　子 慶応義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授
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介護人材の処遇改善について

社保審－介護給付費分科会

第169回（H31.３.６） 資料１
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介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運⽤を認めることを前提に、介護サービス事業所にお

ける勤続年数10年以上の介護福祉士について⽉額平均８万円相当の処遇改善を⾏うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。

○ 新しい経済政策パッケージ（抜粋）

新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の更なる処遇改善

事
業
所
内
で
の
配
分

そ
の
他
の
職
種

訪
問
介
護

訪
問
入
浴
介
護

通
所
リ
ハ

A％ B％ C％

加
算
率
の
設
定

（公費1000億程度）

2000億円

・・・

経
験
・技
能
の
あ
る

介
護
職
員

他
の
介
護
職
員

① ② ③

経
験
・技
能
の
あ
る

介
護
職
員

経
験
・技
能
の
あ
る

介
護
職
員

②
他の介護職員

① ①

全て選択可能

平
均
処
遇
改
善
額

平
均
処
遇
改
善
額

平
均
処
遇
改
善
額

経
験
・技
能
の
あ
る

介
護
職
員

①

・10年以上の介護福祉士
の数に応じて設定

・加算率は二段階に設定

事業所の裁量も認めつつ
一定のルールを設定

▶ 平均の処遇改善額 が、

・ ①経験・技能のある介護職員は、②その他の介護職員の２倍以上とすること
・ ③その他の職種（役職者を除く全産業平均水準（年収440万円）以上の者は対象外）は、②その他の
介護職員の２分の１を上回らないこと

※ ①は、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、
勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定

※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能
※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能

▶ ①経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均
水準（年収440万円）」を設定・確保

→ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現

※小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める。

②
他の介護職員

③
その他の職種

国費210億円程度
※ 改定率換算＋1.67％

社保審－介護給付費分科会
第168回（H31.2.13） 資料１ 一部修正
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① or ②

処遇改善加算全体のイメージ

①＋②①＋②＋③

加算（Ⅰ）

月額3.7万円相当 加算（Ⅱ）

月額2.7万円相当 加算（Ⅲ）

月額1.5万円相当

加算（Ⅳ）

加算(Ⅲ)×0.9

加算（Ⅴ）

加算（Ⅲ）×0.8

or
① or ②

＋＋＋

職場環境等要件

算
定
要
件

現
行
の
処
遇
改
善

加
算
の
区
分

キャリアパス要件

いずれも
満たさない

取得率 67.9% 12.5% 8.7% 0.8% 0.8%

＜新加算（特定処遇改善加算）の取得要件＞
・ 現⾏の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までを取得していること
・ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を⾏っていること
・ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた⾒える化を⾏っていること
＜サービス種類内の加算率＞
・ サービス提供体制強化加算（最も⾼い区分）、特定事業所加算（従事者要件のある区分）、⽇常⽣活継続⽀援加算、⼊居継続⽀援加算
の取得状況を加味して、加算率を⼆段階に設定
・ 加算率の設定に当たっては、１段階とした場合の加算率を試算した上で、原則、新加算（Ⅱ）の加算率がその×0.9となるよう設定
（ただし、新加算（Ⅰ）と新加算（Ⅱ）で加算率の差が⼤きくなる場合（1.5倍を超える場合）には、×0.95となるよう設定）

※ 現⾏の処遇改善加算と別の加算として設定
（現⾏の加算の取扱いに変更はない）
※ 現⾏の加算（Ⅳ、Ⅴ）については、今後廃⽌予定

新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ）
新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ）
新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ）

社保審－介護給付費分科会
第168回（H31.2.13） 資料１より
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サービス区分
特定処遇改善加算 現行の処遇改善加算

新加算Ⅰ 新加算Ⅱ 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ

・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

６．３％ ４．２％ １３．７％ １０．０％ ５．５％

加算（Ⅲ）に
より算出した

単位
×０．９

加算（Ⅲ）によ
り算出した単

位
×０．８

・（介護予防）訪問入浴介護 ２．１％ １．５％ ５．８％ ４．２％ ２．３％

・通所介護
・地域密着型通所介護

１．２％ １．０％ ５．９％ ４．３％ ２．３％

・（介護予防）通所リハビリテーション ２．０％ １．７％ ４．７％ ３．４％ １．９％

・（介護予防）特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

１．８％ １．２％ ８．２％ ６．０％ ３．３％

・（介護予防）認知症対応型通所介護 ３．１％ ２．４％ １０．４％ ７．６％ ４．２％

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

１．５％ １．２％ １０．２％ ７．４％ ４．１％

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 ３．１％ ２．３％ １１．１％ ８．１％ ４．５％

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・（介護予防）短期入所生活介護

２．７％ ２．３％ ８．３％ ６．０％ ３．３％

・介護老人保健施設
・（介護予防）短期入所療養介護（老健）

２．１％ １．７％ ３．９％ ２．９％ １．６％

・介護療養型医療施設
・（介護予防）短期入所療養介護（病院等）

１．５％ １．１％ ２．６％ １．９％ １．０％

・介護医療院
・（介護予防）短期入所療養介護（医療院）

１．５％ １．１％ ２．６％ １．９％ １．０％

サービス区分 加算率

（介護予防）訪問看護 、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）福祉用具貸与、
特定（介護予防）福祉用具販売、（介護予防）居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援

０％

２．加算算定非対象サービス

１．加算算定対象サービス

介護職員等の処遇改善加算に係る加算率について
＊１段階×0.95としたサービス区分

＊

＊

＊

＊

＊

社保審－介護給付費分科会
第168回（H31.2.13） 資料１より
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更なる処遇改善について①

＜処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること＞

○ 現行の処遇改善加算においては、算定要件の一つとして、職場環境等要件を設けており、職場環境等の改
善に関する取組について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」に区分し、実施した項目につい
て報告を求めることとしている。

○ 新加算の算定要件としては、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」それぞれの区分で、１つ以
上の取組を行うこと等、実効性のある要件となるよう検討してはどうか。

※平成29年度介護従事者処遇状況等調査のデータで、現行の処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を取得する事業所のうち、職場環境等要件について、

・ ２つ以上の取組を行う事業所は、99.5%
・ 「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の３つの区分全てに取り組む事業所は、89.3%

対応案

○ 新加算の取得要件として、現行の処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までを取得していることに加え、
・ 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・ 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
とされているが、具体的にどのような取扱いとするか。

論点１
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更なる処遇改善について①

＜処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること＞

○ 利用者が、適切に事業所等を比較・検討できるよう、都道府県等が情報提供する仕組みとして情報公表制度
が設けられており、介護事業者は、年１回、直近の介護サービスの情報を都道府県に報告し、都道府県等は報
告された内容についてインターネットに公表している。

○ 公表する情報には、「提供サービスの内容」や「従業者に関する情報」として、「介護職員処遇改善加算の取得
状況」や「従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況」も含ま
れている。

○ 新加算の要件として
・ 「提供サービスの内容」において、新加算の取得状況を報告すること
・ 「従業者に関する情報」において、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容の報告を求めること
を検討してはどうか。あわせて、
・ 情報公表制度においては、介護職員処遇改善加算に関する具体的な説明がないことから、処遇改善に取り
組む事業所であることを明確化すること等を検討してはどうか。

対応案
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職場環境等要件の報告に関する通知様式
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

（老発0322第２号平成30年３月22日厚生労働省老健局長通知）

加算（Ⅰ・Ⅱ）については平成２７年４月以降の、加算（Ⅲ・Ⅳ）については平成２０年１０月から現在までに実施した事項について必ず全て
に○をつけること（ただし､記載するにあたっては､選択したキャリアパスに関する要件で求められている事項と重複する事項を記載しないこと｡）

資質の向上

・ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する
喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修受講時の他の介護職員の
負担を軽減するための代替職員確保を含む）

・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・ 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・ キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る）
・ その他（ ）

労働環境・
処遇の改善

・ 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）制度等導入
・ 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ ＩＣＴ活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含
む）による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシ
フト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化

・ 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入
・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
・ その他（ ）

その他

・ 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・ 中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度
の導入等）

・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・ 非正規職員から正規職員への転換
・ 職員の増員による業務負担の軽減
・ その他（ ）

(３） 職場環境等要件について
（※）太枠内に記載すること。
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（介護保険の理念である「自己選択」の支援）
介護保険法に基づき、平成１８年４月からスタート。

利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県及び指定都市が
提供する仕組み。

※「介護サービス情報公表システム」を使って、インターネットでいつでも誰でも情報を入手することが可能。平成２９年度時点で、全国約２０万か所の事業所情
報が公表されている。

○ 利用者の権利擁護の取組 ○ サービスの質の確保への取組
○ 相談・苦情等への対応 ○ 外部機関等との連携
○ 事業運営・管理の体制 ○ 安全・衛生管理等の体制
○ その他（従業者の研修の状況等）

○ 事業所の名称、所在地等 ○ 従業者に関するもの
○ 提供サービスの内容 ○ 利用料等
○ 法人情報

① 基本情報

② 運営情報

※その他、法令上には規定がないが、事業所の積極的な取組を公表できるよう
「事業所の特色」（事業所の写真・動画、定員に対する空き数、サービスの
特色など）についても、情報公表システムにおいて、任意の公表が可能。

情報公表される内容

情報公表制度の概要
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更なる処遇改善について②

○ 「小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める」としてい
るが、どのような場合がこの例外事由にあたるかについては、個々の実態を踏まえ個別に判断する必要があるが、

・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合

・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合

・ ８万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確
化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合

を基本とし判断することとする等、考え方の明確化を図ることを検討してはどうか。

対応案

○ 経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準（年収440万円）」
を設定・確保することとし、「小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説
明を求める」としているが、「設定することが困難な場合」の考え方を明確化してはどうか。

論点２
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更なる処遇改善について③

○ 経験・技能のある介護職員を設定するに当たり、「勤続10年以上の介護福祉士を基本」とするものの、「勤続10
年の考え方」については、
・ 勤続年数を計算するに当たり、同一法人のみの経験でなく、他法人や医療機関等での経験等も通算できること
・ 10年以上の勤続年数を有しない者であっても、業務や技能等を勘案し対象とできること
等、事業所の裁量を認めることを検討してはどうか。

対応案

○ 「経験・技能のある介護職員」については、「勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有
することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとする。」としているが、事
業所の裁量についてどのように考えるか。

論点３

○ 現行の処遇改善加算においても、法人が複数の介護サービス事業所を有する場合等の特例として、一括した
申請を認めることとしており、新加算においても同様に法人単位での対応を認めることを検討してはどうか。

対応案

○ 事業所内における配分に当たり、法人単位での対応を可能とする等の配慮を求める意見があるが、どのように考
えるか。

論点４
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新たな在留資格「特定技能」について

社保審－介護給付費分科会

第169回（H31.３.６） 資料２



一定の専門性・技能を有する新たな外国人材の受入れ及び我が国で生活する外国人との共生社会の実現に向けた環境整備について、関係行
政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総合的な検討を行うため、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議を開催

経済財政諮問会議における総理大臣の御発言を受け、２月２３日、関係省庁の局長級で構成するタスクフォースを設置
２月２３日から５月２９日までの間にタスクフォースを２回開催したほか、関係省庁の課長級で構成する幹事会を８回開催

新たな外国人材受入れに関する経緯・背景

「従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを
構築する必要がある。 このため、真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるものとして、外国人材の受入れを拡大するため、新たな在留資
格を創設する。」

「深刻な人手不足が生じて」おり、「専門的・技術的な外国人受入れの制度の在り方について、早急に検討を進める必要がある。」「在留期間の上
限を設定し、家族の帯同は基本的に認めないといった前提条件の下、真に必要な分野に着目しつつ、制度改正の具体的な検討を（中略）開始し
ていただきたい。」

３ タスクフォースの設置（平成３０年２月２３日）

４ 経済財政運営と改革の基本方針２０１８（骨太の方針）（平成３０年６月１５日閣議決定）

５ 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の開催（平成３０年７月２４日設置）

法 務 省
Ministry of Justice

１ 未来投資戦略２０１７（平成２９年６月９日閣議決定）

1

○アベノミクスの推進により、日本経済が大きく改善する中、成長から分配への経済の好循環が着実に回りつつあるところ、有効求人倍率は、１９
７０年代以来４４年ぶりの高さとなり、全都道府県で１を超える状態が続くとともに、失業率は２５年ぶりの水準まで低下している。労働参加率は
女性や高齢者を中心に上昇し、人口減少下にあっても、就業者数は５年で２５１万人増加した。一方で、企業の人手不足感は、バブル期以来の
水準にまで強まっている。

○２０１７年１０月末現在、我が国の外国人労働者数は約１２８万人で、前年同期比１８％の増加となり、２００７年に届出が義務化されて以来、過去
最高を更新

背景

経緯

２ 経済財政諮問会議での総理大臣指示（平成３０年２月２０日）

経済・社会基盤の持続可能性を確保していくため、真に必要な分野に着目しつつ、外国人材受入れの在り方について、総合的かつ具体的な検
討を進める。このため、移民政策と誤解されないような仕組みや国民的なコンセンサス形成の在り方などを含めた必要な事項の調査・検討を政
府横断的に進めていく。



「骨太の方針２０１８」を受けた出入国管理及び難民認定法の改正について

・ 在留資格「特定技能１号」の創設

特定技能１号：不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属
する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従
事する外国人向けの在留資格

・ 在留資格「特定技能２号」の創設

同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け
の在留資格
・ 特定技能２号外国人の配偶者及び子に対し在留資格を付与するこ
とを可能とする規定の整備

・分野横断的な方針を明らかにするための「基本方針」（閣議決定）に
関する規定の整備
・受入れ分野ごとの方針を明らかにするための「分野別運用方針」に
関する規定の整備
・受入れの一時停止が必要となった場合の規定の整備

・ 受入れ機関に対しては、報酬等を含め適切な雇用契約を締結すると
ともに、その適正な履行が確保されていることを求める。
・特定技能外国人が入国する際や受入れ機関等を変更する際に審査
を経る旨の規定の整備
・ 届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備
・ その他関連する手続・罰則等の整備

「骨太の方針２０１８ （6月15日閣議決定） 」の骨子

・ 受入れ企業又は法務大臣が認める登録支援機関が支援の実施主
体となり、生活ガイダンス、生活のための日本語習得、相談・苦情対
応等を行う仕組みを設ける。

・ 生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、外国
人材の受入れが必要と認められる業種において受入れ
・ 業種横断的な方針を政府基本方針として閣議決定し、当該方針を
踏まえ、業種別の受入れ方針を決定

・ 一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を
目的とした新たな在留資格を創設する。

・ 高い専門性を有すると認められた者については、在留期間の上限
を付さず、家族帯同を認めるなどの取扱いを可能とするための在留
資格上の措置を検討する。

法案の骨子

・ 的確な在留管理・雇用管理を実施する。入国・在留審査に当たり、
日本人との同等以上の報酬の確保等を確認する。

・受入れ機関に対し、支援計画を作成し、支援計画に基づいて、特定
技能１号外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上
の支援を実施することを求める。
・ 受入れ機関には、支援計画の適正な実施が確保されるための基準
に適合することを求めるが、登録支援機関に支援を委託すれば、こ
の基準に適合するものとみなされる。

在留資格の創設

受入れ業種・分野

外国人材への支援

在留管理

2

法 務 省
Ministry of Justice
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特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要

特定技能１号 特定技能２号

技能水準 相当程度の知識又は経験を必要
とする技能（※）

・

熟練した技能（※）

１

日本語能力
水準

ある程度日常会話ができ，生活
に支障がない程度を基本とし，業
務上必要な日本語能力（※）

－

在留期間 通算で５年を上限 在留期間の更新が必要

家族の帯同 基本的に不可 可能

➢１号特定技能外国⼈に対する⽀援
⽣活オリエンテーション，⽣活のための⽇本語習得の⽀援，外国⼈からの相談・苦情対応，外国⼈と⽇本⼈との交流の促進に係る⽀援
転職する際にハローワークを利⽤する場合には，ハローワークは希望条件，技能⽔準，⽇本語能⼒等を把握し適切に職業相談・紹介を実施

➢雇⽤形態 フルタイムとした上で，原則として直接雇⽤。特段の事情がある場合，例外的に派遣を認めるが，分野別運⽤⽅針に明記
➢基本⽅針の⾒直し 改正法施⾏後２年を⽬途として検討を加え，必要があれば⾒直し

➢国内における取組等 法務省，厚⽣労働省等の関係機関の連携強化による悪質な仲介事業者（ブローカー）等の排除の徹底
➢国外における取組等 保証⾦を徴収するなどの悪質な仲介事業者等の介在防⽌のため，⼆国間取決めなどの政府間⽂書の作成等，必要な⽅策を

講じる
➢⼈⼿不⾜状況の変化等への対応
〇分野所管⾏政機関の⻑は，特定産業分野における⼈⼿不⾜の状況について継続的に把握。⼈⼿不⾜状況に変化が⽣じたと認められる場合には，
制度関係機関及び分野所管⾏政機関は今後の受⼊れ⽅針等について協議。必要に応じて関係閣僚会議において，分野別運⽤⽅針の⾒直し，在留資
格認定証明書の交付の停⽌⼜は特定産業分野を定める省令から当該分野の削除の措置を検討
〇向こう５年間の受⼊れ⾒込み数は，⼤きな経済情勢の変化が⽣じない限り，本制度に基づく外国⼈受⼊れの上限として運⽤
➢治安上の問題が⽣じた場合の対応
特定技能外国⼈の受⼊れにより，⾏⽅不明者の発⽣や治安上の問題が⽣じないよう，制度関係機関及び分野所管⾏政機関は，情報の連携及び把
握に努めるとともに，必要な措置を講じる

➢特定技能外国⼈を受け⼊れる分野
⽣産性向上や国内⼈材確保のための取組を⾏ってもなお，⼈材を確保することが困難な
状況にあるため，外国⼈により不⾜する⼈材の確保を図るべき産業上の分野（特定産業
分野）
➢⼈材が不⾜している地域の状況に配慮
⼤都市圏その他の特定地域に過度に集中して就労することとならないよう，必要な措置
を講じるよう努める
➢受⼊れ⾒込み数 分野別運⽤⽅針に向こう５年間の受⼊れ⾒込み数を記載

特定技能の在留資格に係る制度の適正な運⽤を図るために定める特定技能の在留資格に係る制度の運⽤に関する
基本⽅針（改正出⼊国管理及び難⺠認定法第２条の３）

１ 制度の意義に関する事項

２ 外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する事項 ３ 求められる人材に関する事項

４ 関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

５ 制度の運用に関する重要事項

中⼩・⼩規模事業者をはじめとした深刻化する⼈⼿不⾜に対応するため，⽣産性向上や国内⼈材の確保のための取
組を⾏ってもなお⼈材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において，⼀定の専⾨性・技能を有し即戦
⼒となる外国⼈を受け⼊れていく仕組みを構築

（※）分野所管⾏政機関が
定める試験等で確認

6
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外国人介護人材について



【
特
定
活
動
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
】

※【 】内は在留資格

技能水準・日本語能力水準
を試験等で確認し入国

受⼊れ
の流れ

・家族（配偶者・子）の帯同が可能
・在留期間更新の回数制限なし

（注１）

介護福祉士候補者として入国

〈就労コー
ス〉

〈就学コース〉

（フィリピン、ベトナム）

介護福祉士として業務従事

介護福祉士
養成施設

（２年以上）

外国人留学生
として入国

介護福祉士資格取得（登録）

〈養成施設ルート〉

技能実習生等
として入国

〈実務経験ルート〉

介護福祉士として業務従事

介護施設等で
就労・研修
（３年以上）

（注１）

※法務省令を改正予定

帰国

実習実施者（介護施設等）の
下で実習（最大５年間）

※実習の各段階で技能評価試験
を受検

受検（入国１年後）
【
技
能
実
習
】

本国での技能等の活用

帰国

介護福祉士国家試験

【
介
護
】

介護施設等で就労
（通算５年間）

【
特
定
技
能
１
号
】

【
留
学
】

制度
趣旨

EPA（経済連携協定）
（インドネシア・フィリピン

・ベトナム）
在留資格「介護」
（H29．９／１〜）

本国への技能移転専⾨的・技術的分野の
外国⼈の受⼊れ⼆国間の経済連携の強化

技能実習
（H29．11／１〜）

⼈⼿不⾜対応のための⼀定の専
⾨性・技能を有する外国⼈の受

⼊れ

特定技能１号
（Ｈ31．４／１〜）

外国⼈介護⼈材受⼊れの仕組み

介護施設等で
就労・研修
（３年以上）

介護福祉士国家試験

介護福祉士
養成施設

（２年以上）

（注1）平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となった。ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられている。

（注2）「新しい経済対策パッケージ」（平成29年12月8日閣議決定）において、「介護分野における技能実習や留学中の資格外活動による３年以上の実務経験に加え、実務者研修を

受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人に在留資格を認めること」とされており、現在、法務省において法務省令の改正に向けて準備中。

介護福祉士資格取得（登録）

（注２）

受検（入国５年後）

受検（入国３年後）

（３年以上）
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分野別運用方針の概要（介護分野抜粋）

分野 介護

１ ⼈⼿不⾜状況 受⼊れ⾒込数
（５年間の最⼤値）

６０，０００⼈

２ ⼈材基準 技能試験 介護技能評価試験（仮）
【新設】等

⽇本語試験 ⽇本語能⼒判定テスト（仮）等

（上記に加えて）
介護⽇本語評価試験（仮）等

３ その他重要事項 従事する業務 ・⾝体介護等（利⽤者の⼼⾝の状況に応じた⼊浴、⾷事、排せ
つの介助等）のほか、これに付随する⽀援業務（レクリエー
ションの実施、機能訓練の補助等）
（注）訪問系サービスは対象外

〔１試験区分〕

雇⽤形態 直接

受⼊れ機関に対して特
に課す条件

・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協⼒を⾏うこと
・厚労省が⾏う調査⼜は指導に対し、必要な協⼒を⾏うこと
・事業所単位での受⼊れ⼈数枠の設定

（注１）2018年12⽉21⽇現在における各分野の特定技能１号の検討状況について記載したもの
（注２）2019年4⽉1⽇から制度の運⽤を開始予定 9



技能試験・日本語試験の概要
（介護分野における分野別運用要領）

技能試験

「介護技能評価試験（仮称）」

○ 試験言語：現地語

○ 実施主体：予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者

○ 実施方法：コンピューター・ベースド・テスティング（ＣＢＴ）方式

○ 実施回数：国外：年おおむね６回程度 国内：未定

○ 開始時期：平成31 年４月予定

日本語試験

「日本語能力判定テスト（仮称）」

○ 実施主体：独立行政法人国際交流基金

○ 実施方法：コンピューター・ベースド・テスティング（ＣＢＴ）方式

○ 実施回数：年おおむね６回程度、国外実施を予定

○ 開始時期：平成31 年４月から活用予定

「介護日本語評価試験（仮称）」

○ 実施主体：予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者

○ 実施方法：コンピューター・ベースド・テスティング（ＣＢＴ）方式

○ 実施回数：国外：年おおむね６回程度 国内：未定

○ 開始時期：平成31 年４月予定

介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、

利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度

実践できるレベル

ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度

の能力（※）

介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程

度の水準の日本語能力

※ 第２号技能実習を修了した者については、技能試験及び日本語試験を免除する。

※ 業種横断で求められる日本語能力の基本的な水準：「特定技能の在留

資格に係る制度の運用に関する基本方針」（平成30年12月25日閣議決定）
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「外国人介護人材受入環境整備事業」の創設

○ 新たな在留資格「特定技能」の創設等により、今後増加が見込まれる外国人介護人材が国内の介護現場において円滑に就
労・定着できるよう、以下のような取組を通じて、その受入環境の整備を推進する。
① 介護分野における特定技能１号外国人の送出しを行う外国において、介護の技能水準を評価するための試験等を実施
② 介護技能の向上のための研修等の実施に対する支援
③ 介護の日本語学習を自律的に行うための環境整備の推進に対する支援
④ 介護業務の悩み等に関する相談支援等を実施

【事業内容】

909,968千円【平成３１年度予算額（案）】 （目）生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

【補助率】 定額補助

【実施主体】 試験実施機関、都道府県（間接補助先：集合研修実施施設等） 等

新

国

①介護技能評価試験等実施事業

・特定技能１号外国⼈の送出し国
において介護技能評価試験等を
実施

②外国⼈介護⼈材
受⼊⽀援事業

・地域の中核的な受⼊施設等に
おいて、介護技能向上のため
の集合研修等を実施

③介護の⽇本語学習⽀援等事業

・介護の⽇本語学習を⽀援する
ためのWEBコンテンツの開
発・運⽤等を実施

④外国⼈介護⼈材
相談⽀援事業

・介護業務の悩み等に関する
相談⽀援等を実施

試験実施機関
都道府県・指定都市・中核市

⺠間団体（公募により選定）
地域の中核的な受⼊施設等（選定）

外国人介護人材が安心して日本の介護現場で就労・定着できる環境を整備

11



12

外国人介護人材の配置基準上の
取扱いについて



特定技能１号の外国人材の介護報酬上の取扱いに関する基本的考え方（案）

算定

○ 特定技能１号の外国人については、技能実習３年修了の人材と介護技能が同等であることか
ら、就労と同時に配置基準に算定する。ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当
たる等、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとるこ
とを求めることとする。

特定技能１号

他の日本人とチームで
ケアに従事する期間
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（参考）技能実習「介護」・EPA・在留資格介護の介護報酬上の考え方について

注１）EPA、技能実習のいずれについても、日本語能力試験N2を取得している者は、就労開始から算定される。
注２）訪日前研修については、インドネシア人、フィリピン人候補生については６ヶ月、ベトナム人候補生については12ヶ月の研修期間が設けられている。

なお、技能実習については、訪日前講習の義務はない。
注３）在留資格「介護」については、在留資格「留学」で訪日した上で養成校を卒業し、介護福祉士の資格を取得（※一部特例あり）すると在留資格「介護」

となる。なお、在留資格「留学」では、資格外活動の労働について週２８時間の上限があることに留意。

EPA
インドネシア人候補生

（平成20年度～）
フィリピン人候補生
（平成21年度～）

６か月 ６か月

入国

訪日後研修 就労 算定

技能実習「介護」

２か月

算定
６か月

実習

N４以上

訪日後研修

ベトナム人
候補生

（平成26年度～）

訪日後研修 就労 算定
２．５か月 ６か月

N５以上

N３以上EPA

在留資格「介護」
算定

（H29.11～）

（H29.9～）

３年修了時
実技試験を受検
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2019 年度介護報酬改定に関する審議報告 

 

社会保障審議会介護給付費分科会 

2018 年 12 月 26 日 

 

  

介護職員の処遇改善については、2017 年度の臨時改定も含めこれまで数度にわ

たる取組を行ってきたが、今般「新しい経済政策パッケージ」（2017 年 12 月８日閣

議決定）において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能

のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。具体的に

は、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔

軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数 10 年以上

の介護福祉士について月額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公

費 1000 億円程度を投じ、処遇改善を行う。」とされ、2019 年 10 月の消費税率引

上げに伴う報酬改定において対応することとされた。 

また、介護保険サービス等に関する消費税の取扱いについては、2019 年 10 月に

予定されている消費税率 10％への引上げに伴い、介護サービス施設・事業所に実

質的な負担が生じないよう、対応について検討する必要がある。 

当分科会においては介護職員の処遇改善及び介護保険サービス等に関する消費

税の取扱いについて議論を行ってきたが、これまでの議論に基づき、2019 年度介護

報酬改定に関する基本的な考え方を以下のとおり取りまとめたので報告する。 

 

 

１．介護職員の処遇改善 

(１） 基本的な考え方 

○ 介護職員の処遇を含む労働条件については、本来、労使間において自律的

に決定すべきものであるが、現下の厳しい介護人材不足、依然として小さくない

他産業との賃金差等の中、介護離職ゼロ等に向けて介護職員の確保、定着に

つなげていくためには、公費・保険料による政策的対応も必要である。その際、

今後も確実な処遇改善を担保するためには、現行の処遇改善加算と同様、介

護報酬における加算として必要な対応を講ずることが適当であると考えられる。 

○ このため、2019 年度介護報酬改定では、現行の介護職員処遇改善加算に

加えて、介護職員の更なる処遇改善を行うこととし、具体的には、リーダー級の

介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指し、経験・技能のある介

護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善を行うことが適当である。 

○ その際、新しい経済政策パッケージにおいて、「他の介護職員などの処遇改

善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを

社保審－介護給付費分科会 

第 169 回（H31.3.6） 参考資料 
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前提」とされていることを踏まえ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損な

わない程度において、介護職員以外の職種にも一定程度処遇改善を行う柔

軟な運用を認めることが適当である。 

○ また、今般の処遇改善について、介護人材の確保等の目的が達成されたか

効果検証を行うとともに、介護職員の確保に当たっては、処遇改善だけではな

く離職防止に向けた総合的な取組を行うことが適当である。 

○ なお、介護職員の処遇改善については、例外的かつ経過的な取扱いとして

設けられたことを踏まえるべき、その必要性は認めつつも、保険者や利用者の

負担に配慮すべきとの意見があった一方で、従来の交付金から財源の安定性

の観点から加算で行うことになった経緯を踏まえるべき、更なる処遇改善を引

き続き検討していくべきとの意見があった。 

○ 本分科会で出された意見も踏まえつつ、処遇改善の在り方については、今般

の処遇改善の施行状況等を踏まえ引き続き検討することが適当である。 

 

 

(２） 加算の対象（取得要件） 

○ 加算対象のサービス種類としては、今般の更なる処遇改善がこれまでの数度

にわたり取り組んできた介護職員の処遇改善をより一層進めるものであることか

ら、これまでの介護職員処遇改善加算と同様のサービス種類とすることが適当

である。 

○ 長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制

の構築、職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取組を一層推

進するため、 

・ 現行の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までを取得している事業所を

対象とすることとし、加えて、 

・ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行ってい

ること 

・ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を

通じた見える化を行っていること 

を求め、加算の取得要件とすることが適当である。その際、職場環境等要件に

関し、実効性のあるものとなるよう検討することが適当である。 

○ なお、これまで処遇改善の対象となっていないサービス種類についても、これ

らのサービス種類における担い手不足や医療ニーズ対応の必要性、賃金の実

態等を踏まえ、加算の対象とすべきとの意見や、現行の介護職員処遇改善加

算（Ⅰ）から（Ⅲ）の取得に向けた支援を強化すべきとの意見もあった。 
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(３） 加算率の設定 

① サービス種類ごとの加算率 

・  介護職員確保に向けた処遇改善を一層進めるとともに、人材定着にもつな

がるよう、経験・技能のある介護職員が多いサービス種類を高く評価すること

とし、サービス種類ごとの加算率は、それぞれのサービス種類ごとの勤続 10

年以上の介護福祉士の数に応じて設定することが適当である。 

 

② サービス種類内の加算率 

・  現時点で把握可能なデータや、事業所や自治体の事務負担、新しいサー

ビス種類・事業所があることに、一定の留意をした上で、同じサービス種類の

中でも、経験・技能のある介護職員の数が多い事業所や職場環境が良い事

業所について更なる評価を行うことが望ましい。 

・  このため、介護福祉士の配置が手厚いと考えられる事業所を評価するサ

ービス提供体制強化加算等の取得状況を加味して、加算率を二段階に設

定することが適当である。なお、経験・技能のある介護職員が多い事業所や

職場環境が良い事業所をより精緻に把握する観点から、その方法について、

今後検討することが必要である。 

 

 

(４） 事業所内における配分方法 

○ (１）の基本的な考え方を踏まえ、経験・技能のある介護職員、その他の介護

職員、その他の職種の順に配分されるよう、事業所内の配分方法は以下のと

おりとすることが適当である。なお、配分に当たっては、経験・技能のある介護

職員、その他の介護職員、その他の職種について、こうした区分ごとの平均の

処遇改善額を比較することとし、それぞれの区分内での一人ひとりの処遇改善

額は柔軟に設定できることとする。 

① 経験・技能のある介護職員、その他の介護職員、その他の職種の設定の考

え方 

・  経験・技能のある介護職員は、勤続 10 年以上の介護福祉士を基本とし、

介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続 10 年の考え方につい

ては、事業所の裁量で設定できることとする。 

・  その他の介護職員は、経験・技能のある介護職員以外の介護職員とする。 

・  その他の職種は、介護職員以外の全ての職種の職員とする。 

② 具体的な配分の方法 

・  経験・技能のある介護職員において、月額８万円の処遇改善となる者又は

処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金（年収 440 万円）以上と

なる者を設定・確保すること。これにより、リーダー級の介護職員について他

産業と遜色ない賃金水準を実現する。 
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※ 小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合

は合理的な説明を求める。 

・  経験・技能のある介護職員は、平均の処遇改善額がその他の介護職員の

２倍以上とすること。 

・  その他の職種は、平均の処遇改善額がその他の介護職員の２分の１を上

回らないこと（※）。また、更なる処遇改善において、リーダー級の介護職員に

ついて他産業と遜色のない賃金水準を目指す中で、改善後の賃金額が役

職者を除く全産業平均賃金（年収 440 万円）を超えない場合に改善を可能

とすること。 

※ 平均賃金額について、その他の職種がその他の介護職員と比べて低い

場合は、柔軟な取扱いを可能とする。 

 

○ なお、その他の職種への配分について、より事業所の裁量を認めるべきであ

るとの意見や、一部の職員に過度に配分することによる職場環境への影響に

留意すべきとの意見、小規模事業所について、法人単位での対応を可能とす

る等の配慮を求める意見もあった。 

 

 

２．介護保険サービス等に関する消費税の取扱い 

(１） 基本単位数の取扱い 

○ 基本単位数の上乗せ率については、人件費、その他の非課税品目を除いた

課税経費の割合を算出し、これに税率引上げ分を乗じて基本単位数への上乗

せ率を算出することが適当である。 

 

 

(２） 加算の取扱い 

○ 課税経費の割合が大きいと考えられる加算については、基本単位数への上

乗せと同様に課税費用に係る上乗せを行うことが適当である。 

○ 一方、上乗せすべき単位数が１単位に満たない等個別に上乗せ分を算出し

て対応することが困難な加算については、基本単位数への上乗せに際し、こ

れらの加算に係る消費税負担分も含めた上乗せ対応を行うことが適当である。 

○ その際、単位数ではなく基本単位数の割合で設定されている加算や、交通

費相当額で設定される福祉用具貸与に係る加算については、上乗せ対応を

行わないことが適当である。 
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(３） 区分支給限度基準額 

○ 消費税引上げに伴う基本単位数等への上乗せ対応を行うことにより、従前と

同量のサービスを利用しているにもかかわらず、区分支給限度基準額を超え

る利用者が新たに生じる可能性があること等から、消費税率引上げの影響分

について、区分支給限度基準額を引き上げることが適当である。 

 

 

(４） 基準費用額、負担限度額 

○ 2017 年度介護事業経営実態調査による平均的な費用額と基準費用額を

設定した際の平均的な費用額に一定の変動幅がみられるとともに、一部費用

については、消費税率引上げにより負担が増加することが見込まれる。このた

め、利用者負担への影響を加味しつつ、８％から 10％への消費税率引上げに

よる影響分を現行の基準費用額に上乗せを行うことが適当である。 

○ また、基準費用額については、今後介護事業経営実態調査で実態を把握し

た上で、どのような対応を図るべきか引き続き検討することが適当である。 

○ 他方、食費・居住費に係る負担限度額については、入所者の所得状況等を

勘案して決めており、これは消費税率の引上げにより直接的に変動するもので

はないことから、見直しは行わないことが適当である。 

○ なお、基準費用額について実態把握の方法に関する意見や、消費税の影響

分のみならず実態を踏まえた対応を行うべきとの意見もあった。 

 

 

(５） 特定福祉用具販売、住宅改修サービス費及び福祉用具貸与 

○ 特定福祉用具販売及び住宅改修サービス費については、市場価格による保

険給付が行われており、特段の対応は行わない一方で、本年 10 月から設定

された福祉用具貸与の上限額について、税率引上げ分を引上げることが適当

である。 
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